
 
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 日 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市 衛生主管部（局）御中 

  特 別 区 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

「医療のお仕事 Key-Net」を通じて行う新型コロナワクチン接種人材の確保を

促進する取組の実施について 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下「ワクチン接種」という。）

については、現在、全自治体において、ワクチン接種体制の構築が進められてい

ますが、特に特設会場におけるワクチン接種業務を期間限定で担う医師、看護師

等の確保が課題の一つとなっています。 

こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に対応する中、地域医療を

支える医療機関における人材確保を促進するために昨年６月に厚生労働省が開

設した医療機関・保健所等の医療人材の求人情報サイト「医療のお仕事 Key-Net」

の対象を、全自治体におけるワクチン接種業務を担う人材にも拡大することと

しました。 

ワクチン接種人材が不足している自治体において、必要な人材の募集情報を

ウェブ申請フォームを通じて登録することで、当該情報を「医療のお仕事 Key-

Net」のウェブサイト上で公開し、求職者からの応募を受け付けることができま

す。手数料負担を生じさせることなく、潜在看護師を含めた幅広い層の求職者に

対し、自治体のワクチン接種人材の募集情報の提供が可能となります。 

ついては概要を下記のとおりお示ししますので、管下自治体に周知いただく

とともに、別添資料もご参考の上、各自治体におけるワクチン接種人材の確保に

当たって積極的にご活用いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．募集情報の登録について 

各自治体におけるワクチン接種人材の募集情報は、専用のウェブ申請フォー

ム（詳細は別添資料参照）を通じ、各自治体から随時登録することができます。 

募集の対象となる職種は、医師、看護師、准看護師、事務職員等とし、令和３



 
 

年５月６日から登録が可能となりました。  

非常勤職員・臨時職員としての募集である場合には、その旨を明示して募集を

行うことが可能です。 

なお、新規にワクチン接種人材の募集情報の登録を行った自治体に対しては、

その後の手続きに必要となる「医療のお仕事 Key-Net」の管理者アカウントの払

い出しを行います。管理者アカウントの必要情報及び利用方法等については、募

集情報の登録後、自治体の担当者宛てに「医療のお仕事 Key-Net」の運営事務局

（委託先：ＨＲソリューションズ株式会社）からご連絡します。 

  

２．募集情報の求職者への提供について 

１により厚生労働省が自治体から収集した募集情報は、厚生労働省新型コロ

ナウイルス感染症対策推進本部が運用するウェブサイト「医療のお仕事 Key-

Net」に掲載します。「医療のお仕事 Key-Net」に掲載された募集情報を閲覧した

求職者は、同ウェブサイト上で、募集情報に対する応募を行います。応募があっ

た場合は、自治体ごとに払い出された「医療のお仕事 Key-Net」の管理者アカウ

ントに紐付く管理画面を通じて、応募者との連絡調整や、選考手続きを行うこと

が可能です。 

なお、医師の募集情報に関しては、「医療のお仕事 Key-Net」への掲載に加え、

一般社団法人 国際事業総合研究所を通じて「新型コロナウイルスワクチン接種

医師募集サイト Save the town」への登録者にも提供し、同法人におけるコー

ディネーターによるマッチングも行います。 

また、看護職の募集情報に関しては、「医療のお仕事 Key-Net」への掲載に加

え、管轄の都道府県ナースセンターを通じてナースセンター求職登録者に提供

し、当該募集情報を契機とする職業紹介に繋げることも可能です。 

 

３．募集情報の登録後の対応について 

１により登録した募集情報に変更（募集人数の増減や、募集の停止・終了を含

む）が生じた場合は、「医療のお仕事 Key-Net」の管理画面を通じて、情報の更

新を行うことが可能です。 

 

４．フォローアップについて 

「医療のお仕事 Key-Net」を通じて応募のあった求職者の確保（「医療のお仕

事 Key-Net」を通じて応募を受け付けた後、自治体との直接の選考手続きに移行

した場合も含む。）の実績について、今後、あらためてご報告をお願いする予定

ですので、把握可能な形で管理していただくよう、お願いします。 

 



各自治体への「Key-Net」利⽤権限の拡⼤
「医療のお仕事 Key-Net」は、新型コロナウイルス感染症に対応する中、地域医療を⽀える
医療機関における⼈材確保を促進するために厚⽣労働省が開設（2020年6月19日）した、
医療機関・保健所向け医療⼈材求⼈情報サイトです。全47都道府県・計約2,600の医療機関に
ご利⽤いただいており、1,700名以上の方から応募いただいています（2021年4月26日時点）。

ワクチン接種に係る募集情報を幅広い層の求職者に提供していただけるよう、Key-Netの利⽤
権限を以下のとおり自治体にも拡大することになりました。

「Key-Net」ご利⽤の流れ

今回の
ご対応

今後のご対応
※追って詳細を
お伝えします

① 下記申請フォームより必要情報を申請してください

※情報に不備がある場合再度ご⼊⼒をお願いさせていただく場合が
ございます。記⼊ルールを確認しながらの⼊⼒をお願いします。
⼊⼒に関する

お問い合わせ先
リクオプサービスセンター（平日10:00〜17:00）
TEL : 03-3548-8601 Email : Key-Net@hr-s.co.jp

③ 初回ログインをしてください

④ 募集情報を確認（〜修正）〜公開してください

⑤ 応募者/問い合わせ者の対応をしてください

⑥ ⼈材が充⾜したら公開を終了してください

② 2営業日以内に、初回ログインに関するメールが届きます

③問い合わせ・応募・面接

②募集情報を閲覧①募集情報を掲載
Key-Net各自治体

ワクチン接種⼈材のうち、医師の確保に関しては、頂いた情報を元に一般社団法⼈ 国際事業
総合研究所において⼈的コーディネーターによるマッチングも並⾏して⾏います。
また、看護職の確保に関しては、管轄の都道府県ナースセンターを通じてナースセンター求職
登録者に提供し、当該募集情報を契機とする職業紹介に繋げることも可能です。

まずは下記申請フォームより必要情報を申請してください

備考）医師・看護職（ワクチン接種人材）の確保について

https://bit.ly/3eCEptN

ワクチン人材

別紙


